
幼稚園設置基準（昭和３１年１２月１３日文部省令第３２号） 
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第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）に定めるも 

 ののほか、この省令の定めるところによる。 

 

 （基準の向上） 

第２条 この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すもので 

あるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。 

 

（自己評価等） 

第２条の２ 幼稚園は、その教育水準の向上を図り、当該幼稚園の目的を実現するため、当該 

幼稚園の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公 

表するよう努めるものとする。 

２ 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うも 

のとする。 

 

 （情報の積極的な提供） 

第２条の３ 幼稚園は、当該幼稚園の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に 

対して積極的に情報を提供するものとする。 

 

第２章 編制 

 

 （１学級の幼児数） 

第３条 １学級の幼児数は、３５人以下を原則とする。 

 

 （学級の編制） 

第４条 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則と 

する。 

 

 （教職員） 

第５条 幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の教諭１人を置かなければな 

らない。 

２ 特別の事情があるときは、前項の教諭は、専任の教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の 

３分の１の範囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもってこれに代えることができる。 

３ 専任でない園長を置く幼稚園にあっては、前２項の規定により置く教諭、助教諭又は講師 

のほか、教頭、教諭、助教諭又は講師１人を置くことを原則とする。 

 



第６条 幼稚園には、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。 

 

第３章 施設及び設備等 

 

 （一般的基準） 

第７条 幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければな 

らない。 

２ 幼稚園の施設及び設備等は、指導上、保健衛生上及び管理上適切なものでなければならない。 

  

（園地、園舎及び運動場） 

第８条 園舎は、２階建以下を原則とする。園舎を２階建とする場合及び特別の事情があるた 

め園舎を３階建以上とする場合にあっては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第１階に置 

かなければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるもの 

にあっては、これらの施設を第２階に置くことができる。 

２ 園舎及び運動場は、同一の敷地内にあることを原則とする。 

３ 園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。 

 

 （施設及び設備等） 

第９条 幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情がある 

ときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。 

 （１） 職員室 

 （２） 保育室 

 （３） 遊戯室 

 （４） 保健室 

 （５） 便所 

 （６） 飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備 

２ 保育室の数は、学級数を下ってはならない。 

３ 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。 

４ 飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。 

 

第１０条 幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上及び保健衛生上必要な種類及び数の 

園具及び教具を備えなければならない。 

２ 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。 

 

第１１条 幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。 

 （１） 放送聴取設備 

 （２） 映写設備 

 （３） 水遊び場 

 （４） 幼児清浄用設備 

 （５） 給食施設 

 （６） 図書室 

 （７） 会議室 

 

 （他の施設及び設備等の使用） 

第１２条 幼稚園の施設及び設備等（保育室を除く。）の一部は、特別の事情があるときは、 

教育上支障のない限り、他の学校等の施設又は設備等を使用することができる。 

 

 



   附 則〔抄〕 

１ この省令は、昭和３２年２月１日から施行する。 

２ 第５条第１項の規定により置かなければならない教諭のうち、専任の助教諭又は講師をも 

って代えることができる範囲については、同条第２項の規定にかかわらず、昭和４９年３月 

３１日までは、なお従前の例によることができる。 

３ 園地、園舎及び運動場の面積は、第８条第３項の規定に基づき別に定められるまでの間、 

園地についてはなお従前の例により、園舎及び運動場については別表第１及び第２に定める 

ところによる。ただし、この省令施行の際現に存ずる幼稚園については、特別の事情がある 

ときは、当分の間、園舎及び運動場についてもなお従前の例によることができる。 

 

   附 則〔平成７年２月８日文部省令第１号〕 

１ この省令は、平成７年４月１日から施行する。  

２ この省令施行の際現に存する幼稚園については、改正後の第３条の規定にかかわらず、平 

成１３年３月３１日までは、なお従前の例によることができる。 

 

   附 則〔平成１４年３月２９日文部科学省令第１７号〕 

（施行期日） 

１ この省令は、平成１４年４月１日から施行する。 

（学校教育法施行規則の一部改正） 

２ 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第７４条中「事項は、」の下に「この章に定めるもののほか、」を加える。  

 

 

 

別表第１（園舎の面積） 

学級数 １学級 ２学級以上 

面 積 １８０平方メートル 
 ３２０＋１００×（学級数－２）平方メー

トル  

 

別表第２（運動場の面積） 

学級数 ２学級以下 ３学級以上 

面 積 
 ３３０＋３０×（学級数－１）平方メ

ートル  

 ４００＋８０×（学級数－３）平方メー

トル  

 


